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233号の概要

今号ではインテックス大阪で開催された第6回関西物流展のセミナープログラムに於いて「持
続可能な加工食品物流を目指したメーカー・卸・小売の連携」のテーマで行われたパネル
ディスカッションの内容、4月17日に開催された第1回「メーカー・卸間次世代標準EDI協
議会」全体会の内容、そして4月24日に開催された「第1回N-Sikle運営委員会」の内容を資料
にてご紹介しております。

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

●業界動向
・4月9日（水）～11日（金） 第6回関西物流展KANSAI LOGIX2025開催
場所：インテックス大阪
4月10日セミナープログラムにて「持続可能な加工食品物流を目指したメーカー・
卸・小売の連携」のテーマで渋谷剛氏（ライフコーポレーション物流部長）、時岡
日食協専務理事によるパネルディスカッション
パネルディスカッション資料

●本部活動
・4月17日（木）15:00～ 第1回「メーカー・卸間次世代標準EDI協議会」全体会開催
会場：ビジョンセンター日本橋三越前9FVision Hall
全体会資料

●支部活動
・関東支部

4月21日（月）15:30～ 第1回関東支部流通業務委員会開催
会場：日食協会議室

2025年度主要活動内容について

●N-Torusニュース
・N-Torusリソース拡張に伴うURLアドレス変更の件（継続掲載）

N-Torus URLアドレス変更のご案内

●N-Sikleニュース
・4月24日(月）10:00～ 第1回N-Sikle運営委員会開催
会場：日食協会議室（ZOOM併設によるハイブリット形式）
運営委員会資料
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http://nsk.c.ooco.jp/pdf/kaiho/233_01.pdf
http://nsk.c.ooco.jp/pdf/kaiho/233_02.pdf
http://nsk.c.ooco.jp/pdf/kaiho/233_03.pdf
http://nsk.c.ooco.jp/pdf/kaiho/233_04.pdf
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●2025年度 委員会・研究会・専門部会・ＷＧ活動 （2025年4月1日～4月30日）

・4月15日（火） 第1回サステナブル研究会環境問題分科会 会場：日食協会議室

行政会議参加報告、低炭素社会実行計画集計値共有ほか

・4 月14日（月） 第1回リードタイム検討WG 会場：日食協

・4月17日（木） 第1回次世代標準EDI協議会全体会

会場：ビジョンセンター日本橋三越前9階Vision Hall 会詳細前掲

・4月24日（木） 第1回N-Sikle運営委員会 会場：日食協会議室 会詳細前掲

・4月24日（木） 第1回N-Torus技術専門部会 会場：日食協会議室

稼働状況・利用状況・エンハンス

・4月25日（金） 第1回情報システム研究会 会場：日食協会議室

企業IT動向調査2025（2024年度調査）の件ほか

会報に関するご意見､ご指摘がございましたら、協会事務局までお寄せください。
【nsk-nhk@nifty.com】皆さまの声を会報編集の参考にさせていただきます。

定時総会 日程

6月 3日（火） 定時総会 会場：アーバンネット大手町ビル LEVEL２１東京會舘
6月 9日（月） 関東支部定時総会 会場：アーバンネット大手町ビル LEVEL 21東京會舘
6月24日（火） 東海支部定時総会 会場：名古屋観光ホテル
6月25日（水） 近畿支部定時総会 会場：帝国ホテル大阪
7月 7日（月） 九州・沖縄支部定時総会 会場：ANAクラウンプラザホテル福岡
7月 8日（火） 北海道支部定時総会 会場：札幌パークホテル
7月10日（木） 中四国支部定時総会 会場：ホテルグランヴィア広島
7月15日（火） 北陸支部定時総会 会場：ホテル日航金沢
7月17日（木） 東北支部定時総会 会場：ホテルモントレ仙台



持続可能な物流を目指した製･配･販の取組み

～食品サプライチェーンの全体最適を目指して～

2025年 4月10日

関西物流展 セミナー資料
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一般社団法人 日本加工食品卸協会 概要・沿革

代表理事 会 長 國分 晃 （国分グループ本社株式会社 代表取締役 社長執行役員COO）

副会長 岡本 均 （伊藤忠食品株式会社 代表取締役 社長執行役員）

副会長 京谷 裕 （三菱食品株式会社 代表取締役社長）

副会長 服部 真也 （株式会社日本アクセス 代表取締役社長 社長執行役員）

加盟会員 正会員 ９４社

事業所会員 ９３社

賛助会員 １２６社

団体賛助会員 ３団体 （2025年1月末日現在）

沿革 1905年（明治38年） 大日本缶詰業連合会 設立

1922年（大正11年） 缶詰普及協会 設立

1927年（昭和 2年） 社団法人日本缶詰協会 設立

           （現在の「日本缶詰びん詰レトルト食品協会」）

1966年（昭和41年） 日本缶詰協会の内販部会342社が結集分離し

                                「全国缶詰問屋協会」が発足

1977年（昭和52年） 日本加工食品卸協会 設立

1993年（平成 5年） 農林水産省の社団法人化

2012年（平成24年） 一般社団法人日本加工食品卸協会に組織変更
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本日の報告内容

１．「持続可能な物流の構築」 に向けた取り組み

（１）物流テーマにおける製配販３層の連携

「ﾌｰﾄﾞｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ・ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（FSP）」

（２）物流の法規制化に向けた製配販の対応

２．サプライチェーン全体を繋ぐ情報流の現状と課題

（１）メーカー・卸間次世代標準EDIの検討について

（２）事前出荷情報（ASN）の実装に向けた取組み

2
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（１）「物流テーマ」における製配販3層の連携経緯

・2019年7月 全日本トラック協会食料品部会から受注日翌日

納品から翌々日納品へのリードタイム延長要望

・2020年6月 製･配･販連携協議会 ロジスティクス最適化WG

LT延長問題 「基本的な考え方と取組の方向性」

・2020年12月 食品メーカー8社と卸6社の共同ワーク開始

・2021年10月 製配販各層が取り組むべき施策を取りまとめ

・2022年4月 FSP会議発足－製配販３層の取組み開始

・2023年4月 SM物流研究会の発足により製配販の取組みが加速

・2023年11月 FSP会議にて 「ガイドライン対応の加工食品業界

製配販行動指針」を策定
3
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・ﾌｰﾄﾞｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ・ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（FSP会議）

4

①目 的

・フードサプライチェーン全体の使命である「生活者への途切れることのない食品供給」
を将来にわたり維持発展させるために、先ずは喫緊の課題である「物流」課題の発
掘とその解決策を製（製造業）、配（卸売業）、販（小売業）の三層でそれぞれ
の立場および個社の事情を超えて議論し、社会実装する。

②構成メンバー

・小売業：日本スーパーマーケット協会（JSA）
全国スーパーマーケット協会（NSAJ）
オール日本スーパーマーケット協会（AJS）
SM物流研究会（2024年4月加盟）

・卸売業：日本加工食品卸協会（NSK）

・製造業：食品物流未来推進会議（SBM）
味の素、カゴメ、キッコーマン食品、キユーピー
日清オイリオ、日清製粉ウェルナ、ハウス、ミツカン



ＦＳＰ会議の検討テーマ

製配販が連携する3つのアクションプラン！

5

アクション１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

店舗納品期限「2分の１残し」への統一化と、
それを前提としたメーカー・卸間納品期限の
ルール化

アクション２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

     3層間の最適連携を目指す、小売・卸間、
     卸・メーカー間の定番発注締めの時間調整

アクション３・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

     特売・新商品の確定数量化を可能にする、適正
納品リードタイムの確保



メーカー・卸間 納品リードタイム・受注締め時間状況 （首都圏エリア：2025年2月現在）

6

１．全賛助会員メーカー（120社）を対象とした構成

社数 構成比① 社数 構成比① 社数 構成比① 社数 構成比① 社数 構成比① 社数 構成比①

午前締 25 20.8% 55 45.8% 21 17.5% 27 22.5% 7 5.8% 80 66.7%

午後締 0 0.0% 40 33.3% 35 29.2% 1 0.8% 4 3.3% 40 33.3%

合計 25 20.8% 95 79.2% 56 46.7% 28 23.3% 11 9.2% 120 100.0%

 

２．賛助会員メーカー中　従来LT1メーカー（81社）を対象とした構成 ３．午後締LT2メーカーの受注締め時間

社数 構成比③

社数 構成比② 社数 構成比② 社数 構成比② 19 63.3%

午前締 25 30.9% 21 25.9% 46 56.8% 11 36.7%

午後締 0 0.0% 35 43.2% 35 43.2% 5 16.7%

合計 25 30.9% 56 69.1% 81 100.0% 35 116.7%

14:00

15:00

合計

現状でもLT1日 LT1日→LT2日 合計
LT1日→LT2日

受注締め時間

13:00

LT1日 LT2日以上
合計

LT1日→LT2日 従来からLT2日 従来からLT3日以上
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荷待ち・荷役作業削減に向けた
加工食品業界の取組みガイドライン

２０２３年１０月制定

食品物流未来推進会議
（一社）日本加工食品卸協会物流問題研究会

SM物流研究会



Copyright © 2025 Japan Processed Foods Wholesalers Association All Rights Reserved. 

取組みガイドラインの項目内容

8

１．長時間の荷待ち・荷役作業発生の要因

（１） アイテム数の増加

（２） 着荷主事業者物流センターのバースや入荷作業場の狭隘化

（３） バラ降ろしによるバースの占有

（４） 先着順による入荷検品

２．長時間の荷待ち

（１） 荷待ち時間の定義

（２） 長時間の荷待ちの削減施策

① 入荷予約受付システムの利用促進 ② ＡＳＮデータの普及

③入荷時間枠の見直し ④車両の相互活用 ⑤ 先行在庫の検討

⑥発注頻度の低減 ⑦ マザーセンター化の検討
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取組みガイドラインの項目内容

9

３．荷役作業

（１）留意事項

（２）荷役作業現場での安全対策

（３）フォークリフト作業

（４）商品の整列作業
① 荷降ろし時、パレットに商品が単載（１アイテム１賞味期限）されている場合は、そのまま荷受けする。複数
の商品がパレット上に混載され、そのままでは検品ができない場合、検品できる状態に商品を整列すること
は、発荷主事業者側の業務範囲とする。同一商品で複数の賞味期限が混在する場合も同様とする。

② 検品できる状態に商品を整列するために使用する積替え什器の種類は問わない（パレット/カートラック/

カゴ車等）。ただし、什器は作業場付近にあらかじめ着荷主事業者側で用意しておき、保管場所までドライ
バーに取りにいかせてはならない。また、積替え後に所定の場所まで商品を搬送させることも不可とする。

（５）その他の作業
① ラベル貼付、所定の場所への二次移動、棚入れ、賞味期限入替え等の作業は、着荷主事業者側の業務範囲
とする。

② 着荷主事業者事由で、事前に双方で取り決めた利用可能なパレットから他のパレットに積替える作業は、
着荷主事業者側の業務範囲とする。着荷主事業者物流センターのラック高さに合わせるための段落とし作
業も同様とする。
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（２）物流の法規制化に向けた製配販の対応

・ 「物流の適正化・生産性向上に向けた自主行動計画」

・ 「新物流効率化法」 の施行に向けた対応

10
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日食協 「物流の適正化・生産性向上に向けた自主行動計画」

11
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物流の適正化・生産性向上に向けた
荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン（概要）（経済産業省資料より）

（１）実施が必要な事項
・荷待ち時間・荷役作業等に係る時間の把握
・荷待ち・荷役作業等時間
2時間以内ルール/1時間以内努力目標

１．発荷主事業者・着荷主事業者に共通する取組事項

・物流管理統括者の選定
・物流の改善提案と協力
・運送契約の書面化 等

（２）実施することが推奨される事項
・予約受付システムの導入
・パレット等の活用
・検品の効率化・検品水準の適正化

・物流システムや資機材(パレット等)の標準化
・共同輸配送の推進等による積載率の向上
・荷役作業時の安全対策 等

（１）実施が必要な事項
・出荷に合わせた生産・荷造り等

２．発荷主事業者としての取組事項

・運送を考慮した出荷予定時刻の設定
（２）実施することが推奨される事項

・出荷情報等の事前提供
・物流コストの可視化

・発送量の適正化 等

（１）実施が必要な事項
・納品リードタイムの確保

3．着荷主事業者としての取組事項

（２）実施することが推奨される事項
・発注の適正化 ・巡回集荷(ミルクラン方式) 等                                           

（１）実施が必要な事項
〇共通事項
・業務時間の把握・分析
・長時間労働の抑制
・運送契約の書面化 等

4．物流事業者の取組事項

〇個別事項（運送モード等に応じた事項）
・荷待ち時間や荷役作業等の実態の把握
・トラック運送業における多重下請構造の是正
・「標準的な運賃」の積極的な活用                        

（２）実施することが推奨される事項
〇共通事項
・物流システムや資機材(パレット等)
の標準化

・賃金水準向上

〇個別事項（運送モード等に応じた事項）
・倉庫内業務の効率化
・モーダルシフト、モーダルコンビネーションの促進
・作業負荷軽減等による労働環境の改善 等                                      

5．業界特性に応じた独自の取組

業界特性に応じて、代替となる取組や合意した事項を設定して実施する。
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ガイドライン対応の 「加工食品業界 製配販行動指針」（FSP版）24年11月版

取組み事項

①製ー配連携（メーカー→卸拠点（小売DC含む）） ②配ー販連携（専用DC→小売店舗） ③配ー販連携（卸拠点→小売TC）

①荷待ち時間・荷役作業等にか

かる時間の把握

入出荷に係る荷待ち・荷役作業等にかかる時間を把握

する

発着荷主双方で、荷待ち、荷役作業の実態を把握する

原則すべての拠点を把握する（日別、納品先別、時間、業務内容等）

発着荷主双方で、荷待ち、荷役作業の実態を把握する

原則すべての拠点を把握する（日別、納品先別、時間、業務内容等）

発着荷主双方で、荷待ち、荷役作業の実態を把握する

原則すべての拠点を把握する（日別、納品先別、時間、業務内容等）
Ａ

②荷待ち・荷役作業時間

　「2時間以内」ルール

・物流事業者に対し、長時間の荷待ちや運送契約にない

荷役作業等をさせてはならない。

・荷待ち荷役作業等にかかる時間が2時間以内となってい

る荷主は、目標1時間以内としつつ、更なる時間短縮に

努める

（ゼロステップ）附帯作業の定義（認識）を発着荷主・物流業者で合

わせる

（第一ステップ）発着荷主それぞれの拠点で恒常的に2時間以上の荷

待ち・荷役作業時間が発生している場合は、発・着・物が連携して、時間

短縮を図る

（第二ステップ）1時間以内を目指す

（ゼロステップ）附帯作業の定義（認識）を発着荷主・物流業者で合

わせる

（第一ステップ）発着荷主それぞれの拠点で恒常的に2時間以上の荷

待ち・荷役作業時間が発生している場合は、発・着・物が連携して、時間

短縮を図る

（第二ステップ）1時間以内を目指す

（ゼロステップ）附帯作業の定義（認識）を発着荷主・物流業者で合

わせる

（第一ステップ）発着荷主それぞれの拠点で恒常的に2時間以上の荷

待ち・荷役作業時間が発生している場合は、発・着・物が連携して、時間

短縮を図る

（第二ステップ）1時間以内を目指す

Ａ

③納品リードタイムの確保
物流事業者の準備時間の確保や輸送手段の選択肢を

増やすために、納品リードタイムを十分に確保する

・「納品日前々日の午後1時発注締め」を早期に実現し、最終的に「午後

3時発注締め」を目標とする

・適切なリードタイム確保によって、必要な車両数を迅速に物流事業者に

連絡する

「定番発注の卸受信時刻は納品日前日午前12時まで」「特売・新製品

発注の卸受信日は納品日6営業日前まで」など、納品リードタイムを十分

に確保したうえで、相対で定める

「定番発注の卸受信時刻は納品日前日午前12時まで」「特売・新製品

発注の卸受信日は納品日6営業日前まで」など、納品リードタイムを十分

に確保したうえで、相対で定める

Ａ

④予約受付システムの導入 システムを導入し、荷待ち時間を削減する
待機削減効果が見込まれる場合は導入を進め、個別に生じる課題は、

協議解決を図る

待機削減効果が見込まれる場合は導入を進め、個別に生じる課題は、

協議解決を図る
Ａ

⑤物流資機材の標準化・利活用

・パレット等の物流資機材の規格等について標準化を推

進する。

・パレットの活用について提案があった場合には協議に応

じ、積極的な活用を検討する。

・T-11型プラスチックパレット、ビールパレット等を標準とし、パレット納品を

推進する
・T-11型プラスチックパレットを標準とし、レンタルパレットでの納品も含め推

進する
Ａ

⑥物流システムの標準化・利活

用

データ・システムの仕様の標準化と共同利活用を推進す

る
・標準化された納品伝票電子化の実現に取組む ・伝票レスと受領データを推進する Ａ

⑦検品の効率化・検品水準の適

正化

検品の効率化・適正化を推進し、検品のための作業や検

品時間を削減する

・ASNを活用した検品レスの実現に取り組む

・SKU特性（出荷量　在庫量）に応じた出荷単位を設定し、検品頻度

を削減する

・ASNを活用した検品レスの実現に取り組む

・SKU特性（出荷量　在庫量）に応じた出荷単位を設定し、検品頻度

を削減する

・ASNを活用した検品レスの実現に取り組む

・SKU特性（出荷量　在庫量）に応じた出荷単位を設定し、検品頻度

を削減する

Ａ

⑧出荷に合わせた生産・荷造り

等

出荷時の順序や荷姿を想定した生産・荷造り等を行い、

荷役時間を短縮する
外装サイズや表示の標準化、適正化に取組む

出荷の庫内業務と配送業務の引き渡しルール化により、相互に負荷が偏

らない運用を構築する

出荷の庫内業務と配送業務の引き渡しルール化により、相互に負荷が偏

らない運用を構築する
Ａ

⑨共同輸配送の推進等による車

両の有効活用

・幹線輸送と集荷配送の分離、集荷・配送先の集約等

を実施する

・他荷主との連携や積合せ輸送の実施により、積載率を

向上する

・共配荷主の配送条件の調整を行う（リードタイムや納品時間・曜日

等）

・着荷主と車両の相互活用、引取り物流、先行在庫、マザーセンター化

等を検討する

・店舗配送を効率化する手段として、サテライト拠点からの店舗配送を検

討する

・エリア・方面別に共同店舗配送を検討する

・得意先センターから距離が近い卸と同居もしくは共同物流を検討する

・納品先センターより引取り物流を推進する

・他企業との共同TCセンター・店舗配送を検討する

C

⑩発注の適正化

日内（朝納品の集中）・曜日・月波動の平準化や、繁

閑差の平準化、適正量の在庫の保有・納品日の集約・

発注の大ロット化等を通じて発送・納品量を適正化す

る。

発着荷主間で協議し、納品量と頻度の適正化を検討する 発着荷主間で協議し、納品量と頻度の適正化を検討する 発着荷主間で協議し、納品量と頻度の適正化を検討する C

⑪混雑時を避けた運送 渋滞や混雑を避け、出荷・納品時間を分散させる 発着荷主間で協議し、効率化を検討する 発着荷主間で協議し、効率化を検討する 発着荷主間で協議し、効率化を検討する C

⑫物流管理統括者の選定
物流業務を統括する者（役員等）を選任し、物流の適

正化・生産性向上に向け、社内の関係部門（調達・販

売等）との連携を促進する

社内および社外に対して実効性を発揮する責任者を選任し、物流適正

化・生産性向上を主導する

社内および社外に対して実効性を発揮する責任者を選任し、物流適正

化・生産性向上を主導する

社内および社外に対して実効性を発揮する責任者を選任し、物流適正

化・生産性向上を主導する
B

⑬物流の改善提案と協力

・商取引契約において物流に過度な負担をかけているも

のがないか検討・改善する

・荷待ち時間や附帯作業の合理化要請があった場合は、

真摯に協議に応じ自らも積極的に提案する

・各会議体（FSP、日食協物流問題研究会、SM物流研究会、SBM会

議等）において情報を共有し、引き続き検討・改善を図る

・また、関連する業界・団体・企業に広く情報発信し、活動の推進・拡大

を図る

・各会議体（FSP、日食協物流問題研究会、SM物流研究会、SBM会

議等）において情報を共有し、引き続き検討・改善を図る

・また、関連する業界・団体・企業に広く情報発信し、活動の推進・拡大

を図る

・各会議体（FSP、日食協物流問題研究会、SM物流研究会、SBM会

議等）において情報を共有し、引き続き検討・改善を図る

・また、関連する業界・団体・企業に広く情報発信し、活動の推進・拡大

を図る

B

⑭荷主側の施設の改善
物流施設の集約、新増設、レイアウト変更等必要な改

善を実施し、バース等の荷捌き場について、貨物の物量

に応じて適正に確保する

・出荷準備、回収品の配置に十分なスペースを確保する

・物量、納品車格に応じた必要な荷受け場所の改善を行う

・出荷準備、回収品の配置に十分なスペースを確保する

・物量、納品車格に応じた必要な荷受け場所の改善を行う

・出荷準備、回収品の配置に十分なスペースを確保する

・物量、納品車格に応じた必要な荷受け場所の改善を行う
B

⑮入出荷業務の効率化に資する

機材等の配置

適正な数のフォークリフトや作業員等、荷役に必要な機

材・人員を配置する

受け渡し時に、フォークリフトや作業員の不足により作業が滞らないよう適

切な措置を取る

一定物量以上の納品は、手降ろしから搬送什器への積付け納品に切替

を推進する
B

⑯物流コストの可視化

荷主間の商取引において、基準となる物流サービス水準

を明確化し、サービスの高低に応じてコストを上下させるメ

ニュープライシング等の取組みを実施し、物流効率に配慮

した発注を促す

「基準となる物流サービス水準の明確化」と「サービスに応じたコスト設定」

につき、真摯に協議する（「物流事業者への還元」を原則とする）

「基準となる物流サービス水準の明確化」と「サービスに応じたコスト設定」

につき、真摯に協議する（「物流事業者への還元」を原則とする）

「基準となる物流サービス水準の明確化」と「サービスに応じたコスト設定」

につき、真摯に協議する（「物流事業者への還元」を原則とする）
B

ガイドライン項目 （内容）
優先

度

物

流

業
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効
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化
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理
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ガイドライン対応の 「加工食品業界 製配販行動指針」（FSP版）24年11月版

取組み事項

①製ー配連携（メーカー→卸拠点（小売DC含む）） ②配ー販連携（専用DC→小売店舗） ③配ー販連携（卸拠点→小売TC）

①運送時の安全対策

・異常気象が発生または発生見込みの場合は無理な運

送依頼を行わない。物流事業者が運行中止を判断した

場合はこれを尊重する

・運転者が適切に休憩を取れるよう出荷予定時刻を設

定する

・異常気象が発生または発生見込みの場合は無理な運送依頼を行わな

い。物流事業者が運行中止を判断した場合はこれを尊重する

・1日の拘束時間と翌日運行開始までの休憩時間を考慮した配送ダイヤ

グラムを設定する

・異常気象が発生または発生見込みの場合は無理な運送依頼を行わな

い。物流事業者が運行中止を判断した場合はこれを尊重する

・1日の拘束時間と翌日運行開始までの休憩時間を考慮した配送ダイヤ

グラムを設定する

・異常気象が発生または発生見込みの場合は無理な運送依頼を行わな

い。物流事業者が運行中止を判断した場合はこれを尊重する

・1日の拘束時間と翌日運行開始までの休憩時間を考慮した配送ダイヤ

グラムを設定する

Ａ

②荷役作業時の安全対策
労災の発生を防止するための対策を講じるとともに、事故

が発生した場合の賠償責任を明確化する
納品環境の安全確認を行い、必要に応じて改善を行う 納品環境の安全確認を行い、必要に応じて改善を行う 納品環境の安全確認を行い、必要に応じて改善を行う Ａ

①運送契約の書面化 運送契約は書面または電磁的方法を原則 運送事業者と契約書・覚書を適切に締結する 運送事業者と契約書・覚書を適切に締結する 運送事業者と契約書・覚書を適切に締結する B

②荷役作業等にかかる対価
・荷主は運転者が行う荷役作業料等を支払う者を明確

化し、物流事業者に適正な料金を支払う

・自ら運送契約を行わない荷主事業者においても同様

物流事業者に適正に荷役作業料等が支払われるよう、発着荷主は真摯

に協力する

契約した業務範囲外の荷役作業は、発着荷主で作業確認を行い適正

料金を支払う

契約した業務範囲外の荷役作業は、発着荷主で作業確認を行い適正

料金を支払う
B

③運賃と料金の別建て契約
運送の対価である「運賃」と、運送以外の役務等の対価

である「料金」は別建てで契約を原則とする
発着荷主、物流事業者間で協議し、「料金」の詳細を定め、これを支払う

発着荷主、物流事業者間で運送以外の役務を要する事項は、契約書に

明文化し、これを支払う

発着荷主、物流事業者間で運送以外の役務を要する事項は、契約書に

明文化し、これを支払う
B

④燃料サーチャージの導入・燃料費等の上昇

分の価格への反映

物流事業者から燃料サーチャージ、燃料費上昇、高速道

路料金実費の料金反映を求められた場合は、適切に転

嫁する

物流事業者から燃料サーチャージ、燃料費上昇、高速道路料金実費の

料金反映を求められた場合は、協議の上、改定内容を契約書に明文化

し、適正料金を支払う

物流事業者から燃料サーチャージ、燃料費上昇、高速道路料金実費の

料金反映を求められた場合は、協議の上、改定内容を契約書に明文化

し、適正料金を支払う

物流事業者から燃料サーチャージ、燃料費上昇、高速道路料金実費の

料金反映を求められた場合は、協議の上、改定内容を契約書に明文化

し、適正料金を支払う

B

⑤下請取引の適正化
元請事業者が下請に出す場合、⑤～⑧の対応を求める

とともに、特段の事情なく多重下請が発生しないよう留意

する

下請状況の実態を把握する 下請状況の実態を把握する 下請状況の実態を把握する B

⑥物流事業者との協議 運送契約の条件に関して、積極的に協議の場を設ける 最低限年1回は物流事業者との契約条件に関する協議機会を設ける 最低限年1回は物流事業者との契約条件に関する協議機会を設ける 最低限年1回は物流事業者との契約条件に関する協議機会を設ける B

⑦高速道路の利用 拘束時間削減のため、高速道路を積極的に利用する 拘束時間の短縮が見込める際は、配送ルート再設定を検討する
拘束時間の短縮が見込める際は、店着時間の変更と配送ルート再設定

を検討する

納品先センターとの指定着荷時間から、計画的な高速道路利用を検討

する
B

⑧運送契約の相手方の選定
物流事業者の選定にあたり、法令遵守状況や、働き方

改革・安全性向上への取組みを考慮する

物流事業者の法令遵守状況や、安全性向上への取組みを定期的に共

有する場を設ける

物流事業者の法令遵守状況や、安全性向上への取組みを定期的に共

有する場を設ける

物流事業者の法令遵守状況や、安全性向上への取組みを定期的に共

有する場を設ける
B

①賞味期限の年月表示化
・賞味期間1年以上商品の早期賞味期限年月表示化を実現する

・1年未満商品の年月化も検討する
Ａ

②「1/2ルール」の完全実施
賞味期間180日以上の加工食品については、製配間の納品限度は「原

則2/3残し」を推進する

賞味期間180日以上の加工食品については、配販間の納品限度は「原

則1/2残し」を推進する

賞味期間180日以上の加工食品については、配販間の納品限度は「原

則1/2残し」を推進する
Ａ

③ＥＤＩの推進 受発注ＥＤＩ化を推進する
・流通ＢＭＳ受発注を推進する

・伝票レス納品を推進する

・流通ＢＭＳ受発注を推進する

・伝票レス納品を推進する
Ａ
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連携PT No・傾向 ガイドライン項目 対比分析

製・配 ①ギャップ 物流資機材の標準化・利活用 SBMメーカー以外のパレタイズ化が停滞

製・配 ②共に低評価 物流システムの標準化・利活用
検品の効率化・検品水準の適正化

受発注・返品工程のデータ化・システム化が停滞

製・配 ③ギャップ 運送時・荷役作業時の安全対策 荷下ろし作業の役割分担・運用定義の曖昧さ

配・販 ④ギャップ 荷待ち・荷役時間、納品リードタイム
½ルール完全実施、EDI推進

SM物流研究会以外のセンター、得意先で停滞

配・販TC ⑤共に低評価 予約受付システム TCセンター受付の予約化、待機時間に課題

配・販TC ⑥ギャップ 物流資材・システムの標準化・利活用 TCセンター納品什器、データ連携の標準化に課題

2024年10月時点 優先度Aガイドライン項目の平均値

2025/2/21

A A A A A A A A A A A A A

①荷待ち時

間・荷役作

業等にかか

る時間の把

握

②荷待ち・

荷役作業

時間　「2時

間以内」

ルール

③納品リー

ドタイムの確

保

④予約受

付システムの

導入

⑤物流資

機材の標準

化・利活用

⑥物流シス

テムの標準

化・利活用

⑦検品の効

率化・検品

水準の適正

化

⑧出荷に合

わせた生

産・荷造り

等

①運送時の

安全対策

②荷役作

業時の安全

対策

①賞味期

限の年月表

示化

②「1/2ルー

ル」の完全

実施

③ＥＤＩの

推進

卸売業
日食協加盟卸

10社平均
3.8 3.4 3.2 3.2 3.4 3.4 2.9 3.1 4.0 3.0 3.3 3.7

メーカー
SBM加盟

8社平均
4.0 3.6 3.9 3.8 4.3 2.8 2.3 3.8 4.9 4.8 3.9 3.3 3.9

卸売業
日食協加盟卸

10社平均
3.8 3.4 3.2 3.2 3.4 3.4 2.9 3.1 4.0 3.0 3.3 3.7

小売業
SM物流研究会

15社平均
4.9 4.0 5.0 4.7 4.1 3.9 3.1 4.1 4.8 4.6 5.0 5.0

卸売業
日食協加盟卸

10社平均
2.7 2.6 3.0 3.0 2.0 2.0 3.2 3.9 4.1 3.9 3.1 3.7

小売業
SM物流研究会

15社平均
4.1 3.9 5.0 2.9 3.4 4.2 3.6 4.1 4.8 4.6 5.0 5.0

①製ー配連携

（メーカー→卸拠点

（小売DC含む））

②配ー販連携

（専用DC→小売店舗）

③配ー販連携

（卸拠点→小売TC）

優先度

ガイドライン項目

回答企業連携パターン

１ ２ ３

４

５ ６

４



➢ 2024年5月15日 物流改正法 公布

➢ 2024年6月～11月 第１回～第４回合同会議（規制的措置の施行に向けた検討・取りまとめ）

➢ 2024年11月27日 合同会議取りまとめを策定・公表

➢ 2025年１月・２月 法律の施行①に向けた政省令の公布

➢ 2025年４月１日 法律の施行①

➢ 2025年秋頃 判断基準に関する調査・公表の実施

➢ 2026年４月（想定） 法律の施行②

➢ 2026年４月末（P） 特定事業者の届出～指定手続

指定後速やかに物流統括管理者（CLO）の選任届出

➢ 2026年10月末（P） 中長期計画の提出

➢ 2026年秋頃（P） 判断基準に関する調査・公表の実施

➢ 2027年７月末（P） 定期報告の提出

➢ 農林水産省資料

「新物流効率化法」 の施行に向けた今後のスケジュール（想定）

16

基本方針

荷主・物流事業者等の努力義務・判断基準

判断基準に関する調査・公表 等

特定事業者の指定

中長期計画の提出・定期報告

物流統括管理者（CLO）の選任 等

特定事業者の指定の指定に向け
荷 主：取扱貨物重量の把握
トラック：車両台数の把握
倉 庫：保管量の把握

定期報告に向け
・実施状況把握
・荷待ち時間等の計測



.

重量算定について 時間計測

. .

積載効率の向上 荷待ち時間の短縮 荷役等時間の短縮

• 扱い商品が多品種に及ぶため、単品の積み上げによる算定は
困難であることから、売上高・仕入高から平均ケース当たり重
量・平均ケース当たり売上単価で換算し、重量の把握をするこ
とを基本とする

• 複数カテゴリを取扱う場合は、カテゴリ別（加食・菓子・酒類・
冷食等）に上記の方法にて重量算出する。

• 荷待ち・荷役作業削減が必要な拠点については、トラック予約
受付システムの導入を前提とし、当該システムにて時間計測を実
施

• 計測対象拠点のサンプリングについては、上記システムが導入さ
れている拠点を対象として計測する

＜卸→販（主に第一種）＞
• 適正な納品リードタイムの確保
• 賞味期限180日以上の製品については、

1/2残しを原則

• 着荷主と協議し、納品量と頻度の適
正化を検討

• 共同店舗配送を検討
＜製→卸（主に第二種）＞
• LT2・13時発注締めを早期に実現、最

終的に15時締めを目指す
• 賞味期限180日以上の製品については、

2/3残しを原則

• 発注頻度の低減（納品日時の集
約）を推進

• 車両の相互利用を検討

＜製→配（主に第二種）＞
・荷待ち時間の考え方
各拠点が設定している開場時間以降で、

「受付時間（予約時間）から荷降ろし開始
時間まで」を荷待ち時間と定義
・トラック入荷受付・予約システムの導入促
進
・入荷時間枠の見直し
・車両の相互利用
・先行在庫（着荷主センターに発荷主名義
の在庫を保管）の検討
・発注頻度の低減

② 特定荷主に係る対応の予定

① 判断基準への対応

新物流効率化法施行に向けた対応方針（日本加工食品卸協会）

＜製→配（主に第二種）＞
• T-11型プラスチックパレット・ビールパレット

を標準とし、レンタルパレット納品も含め推
進

• ドライバーによるフォークリフト作業削減に
取組む

• 発荷主側と着荷主側の業務範囲の明確
化

• 検品頻度削減に資する出荷単位の設定
• 事前出荷情報（ASN）を活用した検品

レスの実現に取組む
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２．サプライチェーン全体を繋ぐ情報流の現状と課題

・加工食品流通業界の情報流の現状

・メーカー・卸間の次世代標準EDIの検討

・事前出荷情報（ASN）の実装に向けた取組み

18
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加工食品流通業界の情報流の現状

19

商

流

物

流

メーカー 卸売業 小売業本部

店舗

業界VAN（ファイネット等）

メーカー物流業者

メーカー共配業者

路線便事業者

卸売業DC（汎用・専用）

小売共同DC・TC

受注

出荷指示 納品データ

発注

納品

納品

納品

物流
情報

VAN各社（多数存在）

発注
日食協

EDI-FMT 受注 発注流通BMS

VAN各社（多数存在）

流通BMS

出荷
指示

納品データ

納品

物流
情報

現
状
と
課
題

卸・メーカー間 : ①商流 - 業界VANにより、標準化が進んでいる。多数を占める中小メーカーと卸間での効率化が課題。

: ②物流 - 情報は紙媒体（納品伝票）のやり取り今だに主流で、電子的に情報が繋がっていない。

小売・卸間 : ①商流 - VAN事業者が多数存在し、卸側に負担が大きい。流通BMSも中小小売業には普及していない。
: ②物流 - 納品情報は既にデータによりやり取りがされ、その信頼性に基づいた検品レスが実施されている。
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日食協標準EDIフォーマット

課 題

技術的老朽化
新データ種
フォーマットの

要望

現行運用と
仕様書の
老朽化

未利用等
フォーマット
の対応

業際間の
標準化

取り巻く環境
への対応

検討の方向性

今後は、日食協フォーマットをバージョンアップせず、

新たにメーカー・卸間BMSを構築し

BMSを製・配・販3層の標準化EDIとする

「日食協EDIフォーマット」 の検討方針
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・「DPC協議会」 の検討体制

21

事業所マスタチーム

次世代EDI検討チーム

GS1標準活用+
Scope3 CO2算定チーム

経産省、国交省、農水省

⚫ 2023年、消費財物流の諸課題を協業で解決する仕組みを協議するDPC（Data 

Platform Construction「データプラットフォーム構築」)協議会を立ち上げ。

⚫ 目的は、加工食品サプライチェーンにおけるデータプラットフォーム構築の基本計画を検討・策

定する。

⚫ DPC協議会「次世代EDI検討チーム」にて、新たなASN運用について検討する。

事務局
流通経済研究所 DPCチーム

（流通経済研究所、ファイネット）

連携

事業所マスタ検討
SSZCCと標準事業者コードの連携
GLN、PLANETコード、菓子と連携

新「ASN」の運用検討
ASNレベル、検品レス、伝票レスの
運用ルールについて検討

可視化パイロット
GS1標準導入流通在庫可視化
（SCORP3可視化）

DPC協議会

流通経済研究所
ファイネット
日本加工食品卸協会
SBM
（食品物流未来推進会議）
（代表：味の素）

【オブザーバー】
プラネット
GS1 JAPAN
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「メーカー・卸間次世代標準EDI推進協議会」 の体制

22

メーカー・卸間次世代標準ＥＤＩ推進協議会

（略称：次世代EDI協議会）

⚫ メーカー・卸間の次世代標準EDIを協議する「メーカー・卸間次世代標準EDI推進協議会」を立ち上げる

⚫ 目的は、加工食品サプライチェーンにおけるメーカー・卸間の次世代の標準EDIを策定し、先ずは、「持続可能
な物流の構築」 に関する導入が急がれる事前出荷情報（ASN）等の計画・活用・実施

⚫ 1社2名までの参加とし、具体な議論は、幹事会にて行い、情報共有メンバーに情報共有を行う。

事務局
一般社団法人

日本加工食品卸協会

・味の素㈱
・カルビー㈱
・菊正宗酒造㈱
・キユーピー㈱
・サントリーシステム

テクノロジー㈱
・日清食品

ホールディングス㈱
・㈱ニップン
・ハウス食品㈱
・明治ホールディングス㈱

・伊藤忠食品㈱
・加藤産業㈱
・国分グループ本社㈱
・㈱日本アクセス
・日本酒類販売㈱
・三井物産流通グループ㈱
・三菱食品㈱
・㈱山星屋

幹事会（18社、1団体）

メーカー（9社） 卸（8社）

オブザーバー

・GS1 Japan
・㈱ファイネット

情報共有（20社）

※ 2025年3月10日時点

・アサヒビール㈱
・大塚食品㈱
・カゴメ㈱
・㈱加藤美蜂園
・カルピス㈱
・キリングループ
ロジスティクス㈱

・クラシエ㈱
・月桂冠㈱
・サッポロビール㈱
・田中食品㈱

・テーブルマーク㈱
・日清オイリオ
グループ㈱

・㈱日清製粉ウェルナ
・ネスレ日本㈱
・ハナマルキ㈱
・ヒガシマル醤油㈱
・マルハニチロ㈱
・㈱明治屋
・ヤマキ㈱
・理研ビタミン㈱

メーカー
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3. 協議会の位置づけ

23

DPC協議会
（Data Platform Construction
「データプラットフォーム構築」）

事業所マスタチーム
SSZCCと標準事業者コードの連携
GLN、PLANETコード、菓子と連携

次世代EDI検討チーム
ASN運用指針の検討

GS1標準活用+
Scope3 CO2算定チーム

GS1標準導入流通在庫可視化
（SCORP3可視化）

事前出荷情報（ASN）に関するASN
レベル及び検品レスと伝票レスに関する

運用指針に関する検討
SBM会議⇔日食協ASN検討WG

メーカー・卸間次世代標準ＥＤＩ推進協議会

（略称：次世代EDI協議会、事務局：日食協）

連携

情報共有

経産省、国交省、農水省
連携

SM物流研究会
製･配･販
連携協議会

業界VAN

情報連携・共有

日食協
次世代標準EDI検討専門部会

ASN検討WG、EDI WG

連携

FSP
フードサプライチェーン・

サステナビリティ・プロジェクト
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卸・メーカー間EDIの課題

24

1. 卸・メーカー間のEDIについては、物流情報（ASN）と債権債務情報の部分が紙でのやり
取りとなっており、課題。

2. 特に物流情報については、荷受側ではいつ何がどのような荷姿でどの程度来るのか荷物が到
着するまでわからないため、受入体制が整えられず、検品においても荷物と伝票をアナログで
チェックしなければならず、結果としてトラックドライバーの長時間待機にもつながっているとも
言われている。（優先課題）

※DPC「次世代EDI検討チーム」における流通経済研究所資料より
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事前出荷情報（ASN）の定義と２つの目的

25

事前出荷情報
（ASN）

予めメーカーから卸店に、確定の出荷情報をデータにて伝達
すること。

伝票の
電子化

荷受現場
の効率化

納品伝票や受領書を電子化することで、メーカー・卸双
方の紙保管コストやデータ照合コストの削減をする。

予めメーカーから卸店へ確定の出荷情報をデータにて伝
達することで荷受作業の効率化・省力化を実現する。



ASNレベルの整理

 ASN納品における納品業務の効率化の実効性を上げるため新たに日別拠点別ASN(ASNレベル1)を
実装し、検品レスの拡大を図る。

 納入物流事業者によるASNへの書込み可能とし、ASNへ導入障壁が大きく下がる事が想定される事より、
『ASNレベル2を基本選択』ラインとしながら、『ASNレベル1』についても導入効果が見込まれる事より
推進する。

ASNレベル2 日別車両別アイテム別賞味期限別数量のASN情報

レベル データ内容

賞味期限・車両情報

主な項目

ASNレベル3 日別車両別ユニット別アイテム別賞味期限別数量のASN情報
賞味期限・車両情報・
ユニット情報

ASNレベル1 日別拠点別アイテム別賞味期限別数量のASN情報 賞味期限

※ASN作成はメーカー以外に物流事業者が作成可能のASN基盤を検討する。



メーカー・卸（納品先業者）間の業務全容
 メーカーより賞味期限・数量を事前情報取得を前提にメーカー・納品先間の検品は、外装確認や簡易検

品(パレット数確認等）のみとし立会検品レス実現し、それ以降の業務は卸側と業務とする。

 ASNレベル1簡易検品方法は、事前にメーカー・卸(物流事業者)にてパレット枚数or総個数を取決めする。

 メーカーの持参物は配送指示書のみとし、納品日翌日にメーカーに受領データを送信することにより伝票
レスを実現する。

ASNレベル1
(明細単位)

ASNレベル2
(車両単位)

ASNレベル3
(ユニット単位)

入荷前事前確認
（N－１）

検品方法 格納ラベル 賞味期限賞味期限 数量

入荷当日(N+0)

メーカー・卸間

立会レス
（パレット数
Or 個数）

（外装確認）

立会レス
（パレット数）
（外装確認）

卸(物流事業者)

発行
※各社判断

発行
※各社判断

格納ラベル発行時
に確認※各社判断

数量

入荷当日

持参物

伝票レス
配送指示書
伝票不要

伝票レス
配送指示書
伝票不要

N+１

受領Ｄ

確認後
送信

確認後
送信

確認後
送信

賞味
期限
無

賞味
期限
有

賞味
期限
無

賞味
期限
有

賞味
期限
有

ー

ASN情報にて
照合確認

照合
/確認

ー

ASN情報にて
照合確認

照合
/確認

ASN情報にて
照合確認

立会検品

立会レス
（パレット数）
（外装確認）

立会検品

通常検品

通常検品

発行
※各社判断

格納ラベル発行時
に確認※各社判断

格納ラベル発行時
に確認※各社判断

伝票レス
配送指示書
伝票不要
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2025年4月17日

メーカー・卸間次世代標準EDI推進協議会

～ 体制・活動・方針 ～

全体会資料
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Ⅰ. 協議会について
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1. メーカーと卸の検討体制

3

事前出荷情報（ASN）に関する

ASNレベル及び検品レスと伝票レス

に関する運用指針に関する検討

BMSメッセージの作成検討

（ASN、受領、返品・返品受領）

DPC協議会 次世代EDIチーム
（SBM会議）

日食協 ASN検討WG

メーカーと卸による
「メーカー・卸間

次世代標準EDI推進協議会」

BMSメッセージ案の作成

日食協 EDI・WG、
次世代標準EDI専門部会

連 携

Ⅰ. 協議会について

物
流
担
当
中
心

シ
ス
テ
ム
担
当
中
心

《 メーカーと卸の検討体制 》 ※2024年12月「メーカー・卸間次世代標準EDI」に関する説明会資料より

当協議会
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2. 協議会の体制

4

⚫ メーカー・卸間の次世代標準EDIを協議する「メーカー・卸間次世代標準EDI推進協議会」を立ち上げる

⚫ 目的は、加工食品サプライチェーンにおけるメーカー・卸間の次世代の標準EDIを策定し、先ずは、「持続可能
な物流の構築」 に関する導入が急がれる事前出荷情報（ASN）等の計画・活用・実施

⚫ 1社2名までの参加とし、具体な議論は幹事会にて行い、全体会にて情報共有を行う。

事務局
一般社団法人

日本加工食品卸協会

・味の素㈱
・カルビー㈱
・菊正宗酒造㈱
・キユーピー㈱
・サントリーホールディングス㈱
・日清食品

ホールディングス㈱
・㈱ニップン
・ハウス食品㈱
・明治ホールディングス㈱

・伊藤忠食品㈱
・加藤産業㈱
・国分グループ本社㈱
・㈱日本アクセス
・日本酒類販売㈱
・三井物産流通グループ㈱
・三菱食品㈱
・㈱山星屋

幹事会

メーカー（9社） 卸（8社）

・GS1 Japan
・㈱ファイネット

・アサヒビール㈱
・大塚食品㈱
・カゴメ㈱
・㈱加藤美蜂園
・カルピス㈱
・キリングループ
ロジスティクス㈱
・クラシエ㈱
・月桂冠㈱
・サッポロビール㈱
・田中食品㈱

・テーブルマーク㈱
・日清オイリオ
グループ㈱
・㈱日清製粉ウェルナ
・ネスレ日本㈱
・ハナマルキ㈱
・ヒガシマル醤油㈱
・マルハニチロ㈱
・㈱明治屋
・ヤマキ㈱
・理研ビタミン㈱

メーカー（20社）

Ⅰ. 協議会について

オブザーバー（1団体、1社）

全体会（メーカー29社、卸8社、オブザーバー1団体・1社）

メーカー・卸間次世代標準ＥＤＩ推進協議会

（略称：次世代EDI協議会）

（五十音順、敬称略）
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3. 協議会の位置づけ

5

DPC協議会
（Data Platform Construction

「データプラットフォーム構築」）

事業所マスタチーム
SSZCCと標準事業者コードの連携
GLN、PLANETコード、菓子と連携

次世代EDI検討チーム
ASN運用指針の検討

GS1標準活用+
Scope3 CO2算定チーム

GS1標準導入流通在庫可視化
（SCORP3可視化）

事前出荷情報（ASN）に関するASN
レベル及び検品レスと伝票レスに関する

運用指針に関する検討
SBM会議⇔日食協ASN検討WG

メーカー・卸間次世代標準ＥＤＩ推進協議会

（略称：次世代EDI協議会、事務局：日食協）

連携

情報共有

経産省、国交省、農水省
連携

SM物流研究会
製･配･販

連携協議会
業界VAN

情報連携・共有

日食協
次世代標準EDI検討専門部会

ASN検討WG、EDI WG

連携

FSP
フードサプライチェーン・

サステナビリティ・プロジェクト

Ⅰ. 協議会について
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4. 開催要領

4-1. 開催頻度

• 幹事会：２ヶ月に1回の開催とし、必要に応じて随時追加開催する
※ 幹事会には、オブザーバーも参加

• 全体会：情報共有を目的に、年2～3回程度の開催とする

4-2. 開催日

• 幹事会： 3月26日（水）14:00～17:00 リアル開催
5月30日（金） 〃 〃
7月30日（水） 〃 〃
9月24日（水） 〃 〃

11月26日（水） 〃 〃
1月29日（木） 〃 〃

• 全体会： 4月17日（木）15:00～16:30 リアル開催（終了後、懇親会）
10月28日（火）15:00～17:00 WEB開催

4-3. 開催場所

• 開催場所については、その都度ご連絡します

※ リアル開催を基本とし、必要に応じてWEB開催も併用する

6

Ⅰ. 協議会について
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Ⅱ. 日食協標準EDIフォーマットの課題
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1. 現在の日食協標準EDIフォーマット

8

販促金支払データ

販促金請求データ

販促金案内データ

51/54出荷予定データ

入荷確定(差異)データ

メーカー

商品マスタ登録

受注

出荷

請求/消込

消込/支払

売掛

発注予測データ

在庫報告データ

販売実績集約データ

受発注データ

事前出荷情報(ASN)データ

販売情報共有

在庫情報共有

販売実績明細データ

出荷案内データ

請求(出荷案内)データ

卸

商品マスタ登録

発注

検品

消込/請求

支払/消込

買掛

販売情報共有

在庫情報共有

業務プロセスとフォーマット（14データ種）

業務 フォーマット（データ種）

卸から

メーカーから

メーカーへ

卸へ

販促金情報共有販促金情報共有

Ⅱ. 日食協標準EDIフォーマットの課題
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2. 課題

9

日食協標準EDIフォーマット（酒類・食品業界卸店メーカー企業間標準システム）制定されてから、38年が経過
し、拡張対応等の限界に近づいており、時代に則した対応が必要。

2-1. 技術的老朽化

2-2. 新データ種フォーマットの要望

① 支払通知データ
② 納品伝票電子化標準メッセージ（DLフォーマット）～ 日食協「事前出荷情報（ASN）」との棲み分け

2-4. 利用が進んでいない又は未利用フォーマットに対する対応

2-3. 現行運用と仕様書の老朽化

長い年月に渡り、各データ種フォーマットに対し、追加・変更が繰り返され仕様書が老朽化、また、現状運用に
則した日食協標準EDIフォーマット仕様書の見直しが必要。

2-6. 卸・メーカー間における業際間の標準化

小売は、流通BMSへ標準化を進めているが、卸・メーカー間は、業種ごとに標準化が行われてきており、
別々のフォーマットが存在し、業際間の標準化が必要。

2-5. 事前出荷情報（ASN）の利活用

① 過去12年間、06/請求 、04/出荷案内、7A/事前出荷情報(ASN)、利用が進んでいない
② 過去12年間、 15/販売促進案内、51/出荷予定、91/発注予測、94/入庫確定が未利用

持続可能な物流体制構築が必要であり、導入が急がれるメーカー・卸間の事前出荷情報（ASN）の利活
用拡大が必要。

Ⅱ. 日食協標準EDIフォーマットの課題
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Ⅲ. 日食協標準EDIフォーマットの検討経緯
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受領データ

出荷案内データ

入荷確定(差異)データ

事前出荷情報(ASN)データ

11

販促金支払データ

販促金請求データ

販促金案内データ

メーカー

商品マスタ登録

受注

出荷

請求/消込

消込/支払

売掛

発注予測データ

在庫報告データ

販売実績集約データ

受発注データ

販売実績明細データ

卸

商品マスタ登録

発注

検品

消込/請求

支払/消込

買掛

業務 フォーマット（データ種）

卸から

メーカーから

メーカーへ

卸へ

1. 日食協標準EDIフォーマットのデータ種ごとの検討経緯

商品マスタ
設けない

定義の見直し

廃止

廃止

要検討

請求データ

請求(出荷案内)データ廃止

新規

返品通知/受領データ新規

維持

新規

見直し

要検討

廃止

販売情報共有

在庫情報共有

返品通知

販売情報共有

在庫情報共有

返品受領

販促金情報共有要検討販促金情報共有

51/54 出荷予定データ

新規

廃止/見直し

支払通知データ新規

結果

必要に応じて検討

Ⅲ. 日食協標準EDIフォーマットの検討結果
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Ⅳ. メーカー・卸間EDIの「あるべき姿」
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1. あるべき姿

13

日食協標準EDIフォーマット

課 題

技術的老朽化
新データ種

フォーマットの
要望

現行運用と
仕様書の
老朽化

未利用等
フォーマット

の対応
ASNの利活用

業際間の
標準化

あるべき姿
日食協「次世代標準EDI検討専門部会」

今後は、日食協フォーマットをバージョンアップせず、

新たにメーカー・卸間BMSを構築し

BMSを製・配・販3層の標準化EDIとする

Ⅳ. メーカー・卸間EDIの「あるべき姿」

メーカー・卸間

ＢＭＳ
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今回の範囲（卸・メーカー間）

14

サービス・プロバイダー

メーカー 卸 小売

メーカー
物流業者

共配事業者
路線便事業者

小売
共同DC・TC

メーカー・卸間ＢＭＳ

メーカー・卸間ＢＭＳプラットフォーム

BMSメッセージ

☆各業種既存フォーマット⇔BMS変換

BMSメッセージ

既存フォーマット
（日食協など）

商流と物流を支える相互に結び付いた標準化されたネットワークを基盤とするシームレスな共通プラットフォームにする。

その目指すところは、メーカー対卸、卸（メーカー）対小売の製・配・販3層において、標準化されたBMS基盤を活用し、

効率性と持続可能性が担保され、プロトコル（規格）を通じてリソースの共有と統合を実現する。

1. あるべき姿

Ⅳ. メーカー・卸間EDIの「あるべき姿」
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Ⅴ. 日食協標準EDIフォーマットの検討方針
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1. 次世代標準EDI検討方針

16

1-1．全体方針

• 基本的には流通BMSをベースに考えるが、業務プロセスとシステム対応は別々に対策を考える。

• システム対応の概要について認識合わせを行った後、データ種別の詳細検討を開始する。

1-2．業務プロセス

• メーカー⇔卸間の業務プロセスは現在の業務プロセスをベースに検討し、小売⇔卸間の業務プロ

セスと無理やり合わせるようなことは考えない。

1-3．システム対応① データフォーマット（＊＊メッセージ）

• 小売⇔卸間のメッセージを使用できる場合は使用する。

• 小売⇔卸間のメッセージを使用できない場合は、日食協フォーマットをベースに新メッセージを

考える。

• 発注～ASN～受領は、ターンアラウンド、非EOS対応、他業界FMTとの整合性を意識する。

1-4．システム対応② データ形式

• 小売⇔卸間と同じXML形式とする。

1-5．システム対応③ 通信手順

• 小売⇔卸間と同じ「ebXML」か「JX」を基本とし、どちらにするかは接続者同士で決定する。

※API連携の考え方の取入れは要検討

Ⅴ. 日食協標準EDIフォーマットの今後の検討方針
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POS情報

販促金案内データ

受領データ（新規）

出荷案内データ（見直し）

事前出荷情報(ASN)データ

17

販促金支払データ

販促金請求データ

メーカー

受注

出荷

請求/消込

消込/支払

売掛

在庫報告データ

販売実績集約データ

受発注データ

販売実績明細データ

卸

発注・受注

検品

消込/請求

支払/消込

請求データ(見直し・新規)

返品受領データ（新規）

販売情報

在庫情報

返品通知

販売情報

在庫情報

返品受領

販促金情報販促金情報

支払データ（新規）

買掛・売掛

小売

発注

検品

消込/請求

支払/消込

買掛

支払メッセージ

請求鑑メッセージ

請求メッセージ

受領訂正メッセージ

集計表作成データ（受領用）

受領メッセージ

出荷梱包メッセージ(紐付有・無)

集計表作成データ
（出荷梱包紐付有）

集計表作成データ(出荷用)

出荷メッセージ

集計表作成データ（発注用）

発注メッセージ

納品提案メッセージ

発注予定メッセージ

値札メッセージ

商品マスタ

【メーカー・卸間BMS】

【小売用 流通BMS】

返品受領メッセージ

返品メッセージ

2. データ・フォーマット検討イメージ

Ⅴ. 日食協標準EDIフォーマットの今後の検討方針
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Step１

物流（事前出荷情報（ASN）～受領の高度化）

卸・小売間に比べ遅れている卸・メーカー間の事前出荷（ASN）～受領に関する物流の高度化を図る

以下、既存流通BMSメッセージを参考に各業界VANフォーマットを含めて検討を行う。

⚫ 物流 : 仮称-仮ASN(新規)、ASN(見直し)、受領(新規)

※ ASNを実現する上で、必要に応じて受発注データの見直しを行う（新規）

3. 進め方（案）

3-1. BMSメッセージの作成検討

返品・返品受領のデータ化

他業界では実現している返品・返品受領のデータ化を行う

以下、既存流通BMSメッセージを参考に各業界VANフォーマットを含めて検討を行う。

⚫ 物流 : 返品・返品受領(新規)

Step２

請求（出荷案内）の見直しと支払のデータ化

請求・支払のEDI化を推し進め、効率化と高度化を図る

以下、既存流通BMSメッセージを参考に各業界VANフォーマットを含めて検討を行う。

⚫ 債権債務：請求（（出荷案内）見直し→新規）、支払（新規）

Step３

Ⅴ. 日食協標準EDIフォーマットの今後の検討方針

（本年度）

（本年度）
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3. 進め方（案）

残りの既存日食協フォーマットからBMSメッセージへの集約

残りの既存日食協フォーマットからBMSメッセージへの集約を推し進め、効率化と高度化を図る

日食協FMTと各業界VANフォーマットを参考にBMSメッセージを検討する。

⚫ 残りの既存フォーマット（在庫、販売実績、販促金、その他）をBMSメッセージに集約し、標準化を図る

Step５

3-2. 運用指針の確認・検討

① ASN～受領に関しては、「事前出荷情報（ASN）の運用指針（案）」を基に、メーカーと卸で内容を再確
認・再検討する。最終、「運用指針」、「ガイドライン」として纏める

※ 事前出荷情報（ASN）に関するASNレベル及び検品レスと伝票レスに関する運用指針は、DPC協議
会におけるSBM会議⇔日食協ASN検討WGにて対応。

② ①以外のデータに関しては、各Stepを進める上で、運用指針を再確認・再検討し、次世代標準EDIの「運
用指針」、「ガイドライン」として纏める

Ⅴ. 日食協標準EDIフォーマットの今後の検討方針

出荷案内の定義見直し

メーカー・卸間で出荷案内の運用等に差異があるのを是正する

出荷案内の運用定義の見直しと日食協FMTと各業界VANフォーマットを参考にBMSメッセージを検討する。

⚫ 出荷案内（見直し）

Step４
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4. データ・フォーマット検討（案）

20

№ データ種 検討方針
検討

優先順位

受
発注

・
出荷

受発注
BMS化
見直し

必要に応じて、小売⇔卸・メーカー間流通BMSメッセー
ジ及び日食協FMTと各業界VANフォーマットを参考に
BMSメッセージのを検討する

Step1
メッセージを
定義する

仮称-仮ASN 新規 事前出荷情報(ASN)を基にBMSメッセージを検討する

事前出荷情報
（ASN）

見直し
BMS化

小売⇔卸・メーカー間流通BMSメッセージ及び日食協
FMTと各業界VANフォーマットを参考にBMSメッセージ
のを検討する受領データ 新規

返品
返品通知

新規
小売⇔卸・メーカー間流通BMSメッセージ及び日食協
FMTと各業界VANフォーマットを参考にBMSメッセージ
のを検討する

Step2
メッセージを
定義する返品受領

請求
支払

請求（出荷案内）

新規

① 出荷案内データの定義見直し
② 小売⇔卸・メーカー間流通BMSメッセージ及び日食
協FMTと各業界VANフォーマットを参考にBMSメッ
セージのを検討する

Step3
メッセージを
定義する

支払通知データ
小売⇔卸・メーカー間流通BMSメッセージ及び日食協
FMTと各業界VANフォーマットを参考にBMSメッセージ
のを検討する

出荷
案内

出荷案内
見直し
BMS化

出荷案内データの定義見直し
Step4

メッセージを
定義する

Ⅴ. 日食協標準EDIフォーマットの今後の検討方針
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4. データ・フォーマット検討（案）
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№ データ種 検討方針
検討

優先順位

在
庫

在庫報告データ
見直し
BMS化

小売⇔卸・メーカー間流通BMSメッセージ及び日食協
FMTと各業界VANフォーマットを参考にBMSメッセージ
のを検討する

Step5
メッセージ
を定義する

販
売
実
績

販売実績明細データ
見直し
BMS化

日食協FMTと各業界VANフォーマットを参考にBMSメッ
セージのを検討する販売実績集約データ

販
促
金

販促金案内データ
見直し
BMS化

① 廃止検討（12年間未使用）
② 必要に応じて、日食協FMTと各業界VANフォーマッ
トを参考にBMSメッセージのを検討する

販促金請求データ 日食協FMTと各業界VANフォーマットを参考にBMSメッ
セージのを検討する販促金支払データ

その
他

商品マスタ 廃止済 BMSメッセージの検討は行わない

発注予測データ 要検討 ① 廃止検討（12年間未使用）
② 必要に応じて、日食協FMTと各業界VANフォーマッ
トを参考にBMSメッセージのを検討する51出荷予定データ 要検討

Ⅴ. 日食協標準EDIフォーマットの今後の検討方針
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Ⅵ. 主な検討事項
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1. 検討事項

1-1. 考え方・方針について（メーカー・卸間BMS運用）

全体接続・運用の考え方を検討し、次世代標準EDIの方針を決める。

1-2. BMSにする意義の明確化

BMSにする意味・利点等を明確にする（説明できる様にする）

1-3. 小売専用センター・卸外部倉庫（汎用以外）とのASN関連データ送受信形態

① メーカー・物流業者・卸・各センター間。

② メーカー→VAN→商流→納品先、メーカー→VAN→納品先等。

1-4. 業務プロセスの確認・検討

DPC（日食協⇔SBM）での運用検討を受け、システム的にASN～受領等に問題が無いか、
業務プロセスを検証・検討する。

23

⚫ メーカー・卸間の次世代標準EDIを策定する

⚫ メーカー・卸間の事前出荷情報(ASN)～受領・返品・返品受領に関する標準EDIを検討する

・ 先ずは、仮称-仮ASN・ASN～受領までを検討する

・ 検討メッセージ：仮称-仮ASN、ASN、受領、返品・返品受領

Ⅵ. 主な検討事項
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1-5. 技術基盤の確認・検討

① メッセージ

• 仮称-仮ASN、ASN、受領メッセージの作成（優先）

※ 受発注メッセージは、必要に応じて作成

※ 返品・返品受領メッセージも検討する

• データ・マッピング

✓ 日食協EDI・WGにて検討→（専門部会）→次世代EDI協議会

✓ 日食協⇔流通BMSマッピングと追加項目の検討

✓ SIPメッセージとのマッピング

✓ 他業界VAN-FMT（プラネット、e-お菓子ねっと）とのマッピングと追加項目の検討

② データ形式

小売⇔卸間と同じXML形式で良いか確認・検討

③ 通信手段

小売⇔卸間と同じ「ebXML」か「JX」を基本で良いか確認・検討

24

Ⅵ. 主な検討事項

1. 検討事項
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1. 検討事項

1-6. VAN機能

実現するうえでのVAN機能の検討。

① 既存日食協FMTと新メッセージの相互変換

② SIPメッセージ、DL-FMTと既存日食協FMTと新メッセージの相互変換

③ 複数宛先への配信機能

④ EDI連携が出来ないメーカー向け機能（WEB-EDI等）

⑤ その他

1-7. ガイドライン

EDI運用に関するガイドラインの検討・作成。

1-8. 実証実験

① 実証実験参加企業の選出

② 実証実験の具現化

1-9. その他

酒類・加工食品業界として検討を進め、必要に応じて流通BMSに組み入れるかを検討する。

この場合、菓子（e-お菓子ねっと）・日雑（プラネット）との合意形成が必要。

なお、小売専用センター等の場合、統合したメッセージが望ましいと思われる。

25

Ⅵ. 主な検討事項
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3月26日「幹事会」における質疑事項
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No 質疑事項 回答

1 非EOS対応 非EOS対応をEOS化する話ではない。

2 インボイス等への対応 基本方針は次世代標準EDIで対応する。
但し、発生時に適宜検討する。

3 日食協フォーマットデータ種の廃止 ファイネットの利用状況を確認した上で、廃止可否・方法・
時期を検討する。
利用があるデータ種を廃止する場合は代替案を提示する。

4 その他データ種（e-お菓子ねっと、プラネット、
JDネット、DLフォーマット）

e-お菓子ねっと、DLフォーマットはStep1の中で検討する
（日食協から素案を出す）
プラネット、JDネットは別途検討。

5 商物対応（受領データ、単価セット） Step1の中で検討する（日食協から案を出す）

6 請求・支払データ
BMS項目定義の明確化

Step3にて検討する。

7 固定長と流通BMSの共存案（過渡期対
応）

VAN機能の中で検討する。
固定長128byte、固定長1000byte（例）XML形式。

8 BMS項目定義の明確化 ガイドラインを定義し、チェック体制を構築する。
実際にセットされる値についてはデータ作成者側のリテラシー
に委ねざるを得ない。
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Ⅶ. 「流通BMS」を基本にする意義
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1. 背景

Ⅶ. 「流通BMS」を基本にする意義

【流通BMS導入背景】

1. グローバルスタンダードへの対応
2. データ交換の効率化と標準化
3. システムの相互運用性の向上
4. 運用コストの削減

日本の流通業界における固定長EDIフォーマットは、歴史的な背景と技術的な制約から

採用されてきましたが、グローバルな視点で見ると、固定長フォーマットを使用している

国や業界は限定的。

固定長フォーマット: 日本以外では限定的に使用されており、特定の古いシステムや
業界で見られる。

可変長フォーマット: ANSI ASC X12、EDIFACT、XML、JSONなどが主流で、
柔軟性と拡張性が高い。
企業間のデータ交換においては、可変長フォーマットが主流となって
おり、技術の進化とともにより効率的で柔軟な方法が採用される
傾向にある。
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2. メリット・デメリット

業界全体で使うと決めた統一EDIは流通BMSだけ

① 製・配・販で3年かけて策定した使える
標準EDI

② 維持管理・普及を積極的に実施

③ 標準に沿っているかどうかチェックする
体制も具備

【BMSデメリット】

1. 初期導入コスト
システム変更・移行に伴う費用が発生

2. トレーニングと教育の必要性
スタッフへの新しい技術の教育が必要

3. 互換性の問題
既存のレガシーシステムと互換性の確保
が必要

4. データ量の増加

【BMSメリット】

1. データの互換性向上
異なるシステム間でのデータ交換容易

2. 柔軟性と拡張性向上
新しいビジネス要件への迅速な対応が可能

3. データの可読性と透明性の向上
人間が読める形式でデータを表示・編集可能

4. 国際基準に準拠
グローバルなビジネスパートナーと連携が容易

Ⅶ. 「流通BMS」を基本にする意義



Copyright © 2025 Japan Processed Foods Wholesalers Association All Rights Reserved. 30

3. 流通ＢＭＳ対応構成

① 卸・小売間流通ＢＭＳ対応パターン

流
通
Ｂ
Ｍ
Ｓ
（Ｘ
Ｍ
Ｌ
）

固
定
長
（共
通
・個
別
）

卸売業
小売業

流
通
Ｂ
Ｍ
Ｓ
（Ｘ
Ｍ
Ｌ
）

固
定
長
（共
通
・個
別
）

インターネット

デメリット解消の為のスキーム

卸・小売などユーザー企業は、
BMS変換するIT企業を介する事
により既存技術での対応OK。

基幹システムへの大幅な変更は必
要がなく、従来の固定長での開発
にてBMS対応が可能。

かつフォーマットが共通なのでデー
タ連携に関して企業別に開発する
必要がない。

IT企業側も業界での対応なので
企業別に対応する事はなく、業界
標準での変換を用意する事により
IT企業側、利用ユーザー企業側も
低コストにて運用が可能。

⚫ グローバルスタンダードへの対応

⚫ 企業間データ交換の効率化（BMS）

⚫ システム互換運用性向上

⚫ 運用コストの削減

データ変換・連携
（卸契約VAN・IT企業）

BMSをVAN企業共通
（または企業個別）

の固定長に変換

データ変換・連携
（小売契約VAN・IT企業）

BMSをVAN企業共通
（または企業個別）

の固定長に変換

【BMSデメリット】

1. 初期導入コスト
2. トレーニングと教育の必要性
3. 互換性の問題
4. データ量の増加

Ⅶ. 「流通BMS」を基本にする意義
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3. 流通ＢＭＳ対応構成

②-1 メーカー・卸間流通ＢＭＳ対応パターン
（卸・小売間と同様）

流
通
Ｂ
Ｍ
Ｓ
（Ｘ
Ｍ
Ｌ
）

固
定
長
（共
通
・個
別
）

メーカー 卸売業

流
通
Ｂ
Ｍ
Ｓ
（Ｘ
Ｍ
Ｌ
）

固
定
長
（共
通
・個
別
）

インターネット

デメリット解消の為のスキーム

⚫ グローバルスタンダードへの対応

⚫ 企業間データ交換の効率化（BMS）

⚫ システム互換運用性向上

⚫ 運用コストの削減

データ変換・連携
(メーカー契約VAN・

IT企業)

BMSをVAN企業共通
（または企業個別）

の固定長に変換

データ変換・連携
（卸契約VAN・IT企業）

BMSをVAN企業共通
（または企業個別）

の固定長に変換

【BMSデメリット】

1. 初期導入コスト
2. トレーニングと教育の必要性
3. 互換性の問題
4. データ量の増加

メーカー・卸などユーザー企業は、
BMS変換するIT企業を介する事
により既存技術での対応OK。

基幹システムへの大幅な変更は必
要がなく、従来の固定長での開発
にてBMS対応が可能。

かつフォーマットが共通なのでデー
タ連携に関して企業別に開発する
必要がない。

IT企業側も業界での対応なので
企業別に対応する事はなく、業界
標準での変換を用意する事により
IT企業側、利用ユーザー企業側も
低コストにて運用が可能。

Ⅶ. 「流通BMS」を基本にする意義
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3. 流通ＢＭＳ対応構成

②‐2 メーカー・卸間流通ＢＭＳ対応パターン
（VAN・IT企業がファイネット社のみ）

ファイネット環境

メーカー
固
定
長
（共
通
・個
別
）

固
定
長
（共
通
・個
別
）

卸売業

インターネット流
通
Ｂ
Ｍ
Ｓ
（Ｘ
Ｍ
Ｌ
）

流
通
Ｂ
Ｍ
Ｓ
（Ｘ
Ｍ
Ｌ
）

データ変換・連携
(メーカー契約ファイネット)

BMSをVAN企業共通
（または企業個別）

の固定長に変換

データ変換・連携
(卸契約ファイネット)

BMSをVAN企業共通
（または企業個別）

の固定長に変換

小売・卸間の場合も同じ
VAN会社を利用している
パターンは多数ある。

その場合でも、他受配信と
同様の運用及び監視を行
うために、一度インターネッ
ト経由で送受信を行って
いる。

メーカー・卸間ではファイ
ネット社を両企業とも利用
するパターンもあるが、本
パターンでの対応となると
想定。

メーカー・卸間に関しては
流通BMSにおいて固定長
での開発は変わらない。

Ⅶ. 「流通BMS」を基本にする意義
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Ⅷ. メーカー・卸間BMSの考え方
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1. 前 提

34

Ⅷ. メーカー・卸間BMSの考え方

⚫ Step１として昨今の物流問題を踏まえ、メーカー・卸間における「ASN～受領運用」を
早急に普及したい。

⚫ 現在の日食協標準EDIフォーマットには手を入れず、新しいASN運用を行うために
必要なデータ項目などは、新しいデータ種（メッセージ）として刷新する。

⚫ 新しいデータ種（メッセージ）は「流通BMS」に準じた通信方式、データ構造、運用で
検討する。

⚫ メーカー・卸間でのASN～受領データ運用想定

① 現行日食協標準EDIフォーマットの「ASNデータ」を利用する

② 刷新した「ASNメッセージ」（メーカー・卸間BMS）を利用する

③ 「受領メッセージ」を新たに設けて利用する



Copyright © 2025 Japan Processed Foods Wholesalers Association All Rights Reserved. 

2. 現 在（例.ASNデータ）

35

メーカー

メーカー

メーカー

卸

卸

卸

データ
プール

データ
プール

データ
プール

データ
振分

通信サービス
（A）

通信サービス
（B）

日食協
ASN

固定長データ

現行FMT

日食協
ASN

固定長データ

日食協
ASN

固定長データ

日食協
ASN

固定長データ

日食協
ASN

固定長データ

日食協
ASN

固定長データ

日食協
ASN

固定長データ

日食協
ASN

固定長データ

日食協
ASN

固定長データ

酒類・加工食品業界VAN（ファイネット社）

Ⅷ. メーカー・卸間BMSの考え方
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3. メーカー・卸間BMSの考え方（例.ASNデータ）
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メーカー・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

日食協
ASN

固定長データ

日食協
ASN

固定長データメーカー 卸

卸

卸

通信サービス（B）

日食協FMT
⇔

メーカー・卸
間BMS

業界標準FMT

XML
→

BMS固定長

XML
→

日食協FMT

日食協
ASN

固定長データ

メーカー・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

メーカー・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

メーカー・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

現行FMT 現行FMT

現行FMT

業界標準FMT

業界標準FMT

業界標準FMT

メーカー・卸間
BMS
ASN

固定長FMT

個別FMT固定長

メーカー・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

メーカー・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

通信サービス（A）

メーカー・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

業界標準FMT

流通BMS
通信方式

ebXML
AS2

JX手順

業界標準通信

業界標準運用
メーカー・卸間 BMS

（出荷（ASN）メッセージ）

メーカー

メーカー

メーカー・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

業界標準FMT

業界標準運用（BMS）ができるメーカーから
BMSメッセージでデータ交換を始める

酒類・加工食品業界VAN（ファイネット社）

VAN機能において、現行の日食協FMT⇔
メーカー・卸間BMSメッセージの相互変換を行う

WEB

卸

日食協
ASN

固定長データ
既存

通信方式

現行FMT

現行
データ振分

日食協
ASN

固定長データ

現行FMT

：今後のEDI標準と機能

既存
通信方式

流通BMS
通信方式

Internet 
Protocol

Ⅷ. メーカー・卸間BMSの考え方
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3. メーカー・卸間BMSの考え方（ASNデータ項目）

メーカー

第二段階 項目
DL-FMT、プラネットVAN項目

第一段階 項目
受領、ターンアラウンド運用

菓子VAN項目

日食協FMT ASN項目

将来の運用を見据えた
必要項目

現在の日食協FMT
ASN項目

流通BMS
ASN

XMLデータ

流通BMS規定

・データ形式（XML、文字コード：UTF-8）
・通信手順（ebMS、JX手順、AS2）
・流通BMSの項目名、コードリストなど
・流通BMSのデータ運用設計
※ターンアラウンド方式、受領データ運用、
伝票レス、など

日食協
ASN

固定長データ

現行FMT

業界標準FMT

第二段階 項目
DL-FMT、プラネットVAN項目

第一段階 項目
受領、ターンアラウンド運用

菓子VAN項目

日食協FMT ASN項目

直近の拡張運用に
必要な項目

メーカー・卸間BMS
（出荷（ASN）メッセージ）

新ASNデータ 全項目

Ⅷ. メーカー・卸間BMSの考え方
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通信サービス（A）

4. 他業界VAN接続（例.ASNデータ）

38

メーカー・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

日食協
ASN

固定長データ

日食協
ASN

固定長データメーカー 卸

卸

卸

通信サービス（B）

日食協FMT
⇔

メーカー・卸
間BMS

業界標準FMT

XML
→

BMS固定長

XML
→

日食協FMT

日食協
ASN

固定長データ

メーカー・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

メーカー・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

メーカー・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

現行FMT 現行FMT

現行FMT

業界標準FMT

業界標準FMT

業界標準FMT

メーカー・卸間
BMS
ASN

固定長FMT

個別FMT固定長

メーカー・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

メーカー・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

メーカー・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

業界標準FMT

流通BMS
通信方式

ebXML
AS2

JX手順

業界標準通信

メーカー

メーカー

メーカー・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

業界標準FMT

酒類・加工食品業界VAN（ファイネット社）

WEB

卸

日食協
ASN

固定長データ
既存

通信方式

現行FMT

現行
データ振分

日食協
ASN

固定長データ

現行FMT

既存
通信方式

流通BMS
通信方式

Internet 
Protocol

お菓子FMT
ASNデータメーカー

現行FMT

お菓子ASN
⇔

BMS

メーカヘ・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

業界標準FMT

お菓子FMT
ASNデータ

現行FMT

卸

菓子卸

メーカー・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

業界標準FMT

他業界VAN
（例.e-お菓子ねっと）

他業界VANも酒類・加工食品業界
VANと同様な機能装備した場合

業界標準
相互互換

センター

小売
メーカー・卸間

BMS
ASN

XMLデータ

SIP標準
XMLデータ要検討

Ⅷ. メーカー・卸間BMSの考え方



Copyright © 2025 Japan Processed Foods Wholesalers Association All Rights Reserved. 

通信サービス（A）

5. その他データ種（例.受発注データ）

39

メーカー・卸間
BMS
発注

XMLデータ

日食協
発注

固定長データ

日食協
発注

固定長データメーカー 卸

卸

卸

通信サービス（B）

日食協FMT
⇔

メーカー・卸
間BMS

業界標準FMT

XML
→

BMS固定長

XML
→

日食協FMT

日食協
発注

固定長データ

メーカー・卸間
BMS
発注

XMLデータ

メーカー・卸間
BMS
発注

XMLデータ

メーカー・卸間
BMS
発注

XMLデータ

現行FMT 現行FMT

現行FMT

業界標準FMT

業界標準FMT

業界標準FMT

メーカー・卸間
BMS
発注

固定長FMT

個別FMT固定長

メーカー・卸間
BMS
発注

XMLデータ

メーカー・卸間
BMS
発注

XMLデータ

メーカー・卸間
BMS
発注

XMLデータ

業界標準FMT

流通BMS
通信方式

ebXML
AS2

JX手順

業界標準通信

メーカー

メーカー

メーカー・卸間
BMS
ASN

XMLデータ

業界標準FMT

酒類・加工食品業界VAN（ファイネット社）

WEB

卸

日食協
発注

固定長データ
既存

通信方式

現行FMT

日食協
発注

固定長データ

現行FMT

既存
通信
方式

Internet 
Protocol

お菓子FMT
発注データメーカー

現行FMT

お菓子発注
⇔

BMS

メーカー・卸間
BMS
発注

XMLデータ

業界標準FMT

お菓子FMT
発注データ

現行FMT

卸

菓子卸

メーカヘ・卸間
BMS
発注

XMLデータ

業界標準FMT

他業界VAN
（例.e-お菓子ねっと）

業界標準
相互互換

デ
ー
タ
振
分

流通
BMS
通信
方式

Ⅷ. メーカー・卸間BMSの考え方
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3月26日「幹事会」における質疑事項

40

No 質疑事項 回答

1 非EOS対応 非EOS対応をEOS化する話ではない。

2 インボイス等への対応 基本方針は次世代標準EDIで対応する。
但し、発生時に適宜検討する。

3 日食協フォーマットデータ種の廃止 ファイネットの利用状況を確認した上で、廃止可否・方法・
時期を検討する。
利用があるデータ種を廃止する場合は代替案を提示する。

4 その他データ種（e-お菓子ねっと、プラネット、
JDネット、DLフォーマット）

e-お菓子ねっと、DLフォーマットはStep1の中で検討する
（日食協から素案を出す）
プラネット、JDネットは別途検討。

5 商物対応（受領データ、単価セット） Step1の中で検討する（日食協から案を出す）

6 請求・支払データ
BMS項目定義の明確化

Step3にて検討する。

7 固定長と流通BMSの共存案（過渡期対
応）

VAN機能の中で検討する。
固定長128byte、固定長1000byte（例）XML形式。

8 BMS項目定義の明確化 ガイドラインを定義し、チェック体制を構築する。
実際にセットされる値についてはデータ作成者側のリテラシー
に委ねざるを得ない。
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Ⅸ. スケジュール
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概要スケジュール（案）
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項目
2025年 2026年

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

次世代EDI協議会

1.考え方・方針

2.BMSの意義明確化

3.小売センタ送受信

4.ASN業務プロセス確認

5.技術基盤の検討

6.VAN機能検討

7.ガイドライン作成

8.実証実験

9.その他

DPC ASN運用検討

日食協 各部会検討

構築

幹事会
3/26

全体会
4/17

幹事会
5/30

幹事会
7/30

幹事会
9/24

幹事会
11/26

幹事会
1/29

全体会
10/28

全体会
未定

Ⅸ. スケジュール



〒103-0023 
東京都中央区日本橋本町2-3-4 江戸ビル4階
電 話 03-3241-6568

          ＦＡＸ 03-3241-1469
      ＵＲＬ   http://nsk.c.ooco.jp/







2



3



4



5



2025年４月24日（木）

N-Sikle運営委員会説明資料
-経産省「産業横断レジストリー」との連携について-
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私ども卸とメーカーにとって、小売業に対する見積書提出などの商談に付随する業務は、手作

業によるExcel ファイル作成・メール送信など非効率な作業が多く、デジタル化の推進による業

務効率化が業界積年の課題となっています。

これらのテーマについて、日本加工食品卸協会では個々の企業がそれぞれに業務改善を進める

一方で、業界全体の取組みとして標準化推進を進めて行くことが必要であるとの認識に立ち、

「N-Sikle」を商談業務の標準化システムとしてスタートしました。

はじめに

「卸・メーカー間で見積情報・商品マスタ情報の授受をデジタル化し、 フォーマットの共通化
や自動変換・出力を行うことで提出先小売業ごとの個別対応、担当者ごとの重複作業を削
減し、サプライチェーン間の全体最適を目指す仕組み」 を云います。

※「N-Sikle」（主要商品情報連携強化ネットワーク） とは

1
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積年の課題：10年前の資料

人手の介入を廃した自動的なデータ
の交換の前提として、商慣習の変更
や標準的な業務プロセスにつき合意

形成が必要
2

１．商品情報連携でのメーカー・卸・小売業課題
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１．商品情報連携でのメーカー・卸・小売業課題（経産省）

10年後の今も同じ課題
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１．商品情報連携でのメーカー・卸・小売業課題（経産省）

メディア掲載

2025/3/24共同通信 2025/3/14 テレビ東京 ワールドビジネスサテライト

WBS0314.mp4

https://mdbcenter-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/m-sugitani_c2pf_net/EbrbwSp0R_xBsalPN6xxPy4Bs4lmmMx-3NFK-cfUMtHIsA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=9p6bgz
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１．商品情報連携でのメーカー・卸・小売業課題（経産省）

上記４工程の多くの部分は卸が担当。経産省の
取り組みとN-Sikleを連動させ、上記工数の削減
を図らなければ人手不足による影響で対応出来
なくなる可能性がある
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２．産業横断レジストリー構想（経産省）

6
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２．産業横断レジストリー構想（経産省）

7

N-
Sikle
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N-Sikleは見積を作成するメーカーや卸の声を反映し、作成業務を軽減する機能を開発、さ
らに受取る卸・小売側の機能を拡張させ開発しています。

メーカー・卸は小売専用フォーマットを意識する事無く、統一フォーマットに入力すれば小売専用
フォーマットに自動変換し提出する事が可能となり、見積作成の業務負荷を大幅に軽減します。
従来は小売り指定のフォーマットでの提出の為、対応が困難だった見積時の原価分析業務なども
全ての取引先を統一フォーマットで行うことにより対応が可能となる。
見積書の標準化だけでなく、商品採用後の小売りへの情報連携もN-Sikleをベースに行います。

88

提案書

商談支援サービス

Aメーカ

Bメーカ

Cメーカ

業界商品マスタ
（ＪＩＩ）

E卸

Z小売

D卸

Y小売

F卸

X小売

提案書

提案書

統
一
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

見
積
共
通

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

小
売
固
有
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
変
換

N-Sikle範囲

抽
出

JAN・商品名・規格・入り数など共通項目は業界マスターより
連携。ﾒｰｶｰ・卸は定番納価・初回納価・特売納価など個別
項目を見積共通フォーマットへ入力する

商談支援商品マ
スタ連携

３．業界標準のシステム化による課題解決
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提案書

商談支援サービス

メーカ

②商談支援商品
マスタ

卸

小売Ｙ

③
統
一
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

④
見
積

共
通

Ｄ
Ｂ

小
売
固
有
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
変
換

N-Sikle対応範囲

連
携

①業界商品マス
タ
（ＪＩＩ）

抽
出

新商品の場合、「①業界商品マスタ（JII）」への登録は平均して新商品発売前１～１．５ケ月前に登録される。
小売りへの見積書の提案は３～４ケ月前に要望される為、「②商談支援商品マスタ」には見積書提案時に商品登録されていないパターンが
発生する。その場合、メーカーより新商品情報を「③統一フォーマット」にてJANコード・商品名・規格・入り数など共通項目も登録をしてもらうと
「④見積共通ＤＢ」に新商品情報が格納され、この情報を小売りに見積書として提供する。新商品が「①業界商品マスタ（JII）」に登録された段
階で「②商談支援商品マスタ」に連携される。

＊業界でのDXによってINPUT＊①・OUTPUT＊②が変更となった場合でも、N-Sikleでのメーカー・卸の
業務・連携は変わらない。各メーカー・卸個別にシステムを変更することなくN-Sikleにて対応が可能

GS1Japan
産業横断レジスト
リー（商品基本情

報)

小売Ｘ

提案書

商品マスタ・
見積データ

将来的な産業横断レジスト
リーとの連携もN-SikleのＡＰ
Ｉを追加するのみで卸・メー
カーの業務に影響は与えない

9

３．業界標準のシステム化による課題解決

＊①

＊②

小売りからもメールとEXCELで
はなくデータ連携の要望がある
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業界横断の業務効率化のため

メーカー・卸間の見積書フォーマット・機能を
業界標準として統一したい

  

利用システムについて
既に提供されているサービスを活用することが最適と考えるため、
サイバーリンクス社の商談支援システムを利用する。

コスト負担の考え方
N-Sikleは、利用者業種別の機能（卸向け機能・メーカー向け機能）を用意。
ご利用者にはお一人ずつサービス利用IDを発行し、受益者負担の考えと、利用範囲によって
メーカー負担とならない料金体系を検討。

４．メーカー卸間の見積共通フォーマットの採用

10
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５．利用開始に向けて

11

日食協業界標準 商品情報連携標準化システム

愛称 『「N-Sikle』 （エヌ・サイクル）

✓日食協-主要商品情報連携強化ネットワーク

Nishokukyo （日食協）
Shohin （商品）
Information （情報）
Key （主要）
Link （連携）
Enhance network （強化ネットワーク）

日食協では、N-Sikleを業界標準とすべく推進と展開を行います。
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契約

12

N-Sikleの継続的な利用促進により食品卸業界及びメーカー・小売を含めた食品流通における商品情報連携業務の標準化を

目指し、運営面での課題解決と機能面での品質向上を目的として、「N-Sikle運営委員会」立ち上げを計画します。

なお、この運営委員会設立の計画は、2024年9月に実施した「事業化検討分科会」にて説明した内容です。

運営ミッションは、下記を想定しています。

・運営基本方針の策定、運営ルールの策定・見直し

・年度計画の策定、実行、検証

・計画推進に係る活動の指示、対外活動の実践・支援

・開発、改修計画の承認

 （下図 2024年9月 分科会資料より抜粋（6ページ））

６．N-Sikle運営委員会の立ち上げ・活動目的
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７．N-Sikle参加卸・参加企業、組織体系

（1）運営委員会参加卸・参加企業
【委員】

卸売業及び関連企業から構成し、卸売業は2024年度実施したPOC参加企業を中心に

・旭食品、伊藤忠食品、加藤産業、カナカン、亀井通産、国分グループ本社、コゲツ産業、トモシアHD、

日本アクセス、日本酒類販売、丸大堀内、三井物産流通グループ、三菱食品、ヤマエ久野

１４社を当初の委員企業とする

【幹事会】

N-Sikleは、経産省主催の「商品情報連携標準に関する検討会」と密接に連動し活動していく方針とする

上記検討会議の参加企業である国分グループ本社、日本アクセス、三菱食品の3社については、当運営委員会の

幹事会メンバーとする

【関連企業】

オブザーバー ：ジャパン・インフォレックス

N-Sikle運用委託先（事務局）：サイバーリンクス

（2）組織体制
N-Torus運営委員会と同じく、政策委員会の下部組織として設置。

組織体制として委員長、委員、事務局の構成とする。

委員長は日食協及び卸売業から選出とする。

委員は卸売業各社及び関連企業から選出とする。

事務局はN-Sikle委託運用先のサイバーリンクスとすることを想定。

各社参加人数1社あたり1名ないし2名とする。

委員長、委員（幹事担当）、日食協、ジャパン・インフォレックス、事務局を

構成員として幹事会を構成する。

委員（幹事担当）は国分グループ本社、日本アクセス、三菱食品とする。

委員長

委員（幹事）

委員

事務局（サイバーリンクス）

組織体制案

幹事会

・日食協
・ジャパン・インフォレックス

運営委員会
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８．N-Sikle活動内容・開催スケジュール

（1）活動内容案
N-Sikleの普及促進及び商品情報連携業務の標準化を目的に

・（配）日食協加盟卸への導入支援

・（製）対象メーカーへの導入支援

・（販）小売業からの見積・商品マスターのデータ連携要望への業界としての対応

を当面の趣旨とする。

さらに、導入卸からの改善要望に対する

・N-Sikle適用可否検討・判断

・機能改善計画

を将来的な目的とする。

日食協加盟の卸及び賛同メーカーに対して理解を求める内容としては

・卸・メーカーのメリットを議論し、業界全体での効果が各社にも波及することを理解する

・内部業務の統制強化と、将来の見積書や約定関連の電子保存に対応する準備

・小売向け見積書だけでなく、価格改定や商品改廃、規格変更など、メーカーと卸間でのすべての交流を包括する

共通プラットフォームの構築

・共通フォーマット化により、基幹システムとの連携を進めることで、社内の人時生産性を向上させる

・予想される小売業からの商品見積・商品マスターのデータ連携要望への業界での対応
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８．N-Sikle活動内容・開催スケジュール

（2）開催スケジュール
第1回を2025年4月に開催、以降４ヶ月に1回の全体会開催をスケジュールする。

幹事会は日食協、委員（幹事担当：国分グループ本社、日本アクセス、三菱食品）に加え、

ジャパン・インフォレックス・サイバーリンクス（事務局）で構成し、２ケ月に1回の定例会を実施する。

【検討事項】

・開催日程、会議方法・場所（リアル／オンライン）、会議テーマ

【2025年運営委員会開催計画案】

開催月
2025年 2026年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

幹事会 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

全体会 第1回 第2回 第3回

日程案
4/24(木)
10:00～

6/16(月)
15:00～

8/20(水)
15:00～

10/20(月)
15:00～

12/15(月)
15:00～

開催方法 ハイブリッド リアル ハイブリッド リアル ハイブリッド

会議テーマ
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③

対象小売先と

帳合メーカーの決定

⑤

小売業見積書

フォーマットの

確認・設定・提出

16

各社個別に打ち合わせし、利用開始時期等の検討を行う。
初回導入時、小売先一社程であれば 以下②推進体制 ④個別対応 について決定無くとも準備でき次第、スモールスタート
することは可能、結果を踏まえて以降の計画策定を推奨する。 （社内ナレッジ蓄積のため）

【卸各社 運用開始までの進め方（案）】 ※メーカーの場合は①④⑥⑦

①

社内承認

（日食協報告）

②

推進

体制

構築

⑦

説明会

（社内/外部）

期間 1～2ヶ月 2ヶ月～3ヶ月 最大5ヶ月

◆上述の②推進体制構築～⑦説明会の実施については、前後することや並行して進めることは可能。

（内容）
①各卸は「商品情報連携システム」の社内取組み是非の承認を得る （日食協へ報告する）
②各社推進体制を構築する （対象小売先の決定や対象部署との調整、説明会の実施、日食協窓口など）
③対象小売先と帳合メーカーの決定 （帳合メーカーは基本100％）
④個別開発の有無確認（UPロード用個別CSVや見積確定後のインターフェースなど）※卸効果として重要
→開発規模により、⑧利用開始日に間に合わないケースもある。（社内開発含む）
⑤小売業見積書のフォーマット確認・設定・提出 （見積書項目毎の必須・任意、共通項目とのマッピングなど）
⑥ID申請・契約手続き （担当者別小売先・帳合メーカー紐付きの設定含む）
⑦社内利用部署と協力メーカー向けの説明会実施 （推進体制が中心 ※日食協も支援）

⑧利用開始

⑥

ID申請

契約

手続き

⑧

利用開始

④

個別対応

確認

９．N-Sikle利用開始に向けて
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Appendix：新聞記事
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